
マイナンバー制度の法人番号 

法人番号とは 

マイナンバー制度では、国民一人一人に

付与される個人番号の他に、会社法等によ

って登記された法人や団体、国の機関等に

新しく「法人番号」が指定されています。 

法人番号は一法人に対して一番号が指定

されます。法人の支店、営業所等や個人事

業者には指定されません。法人番号は株式

会社等に指定される 13 桁の番号で公表さ

れ、誰でも自由に利用する事ができます。 

何に利用するのか 

 法人番号自体には利用目的の制約はあり

ません。行政分野では平成 28年からは税分

野の手続において利用される事になってい

ます。例えば法人税の申告の場合、平成 28

年１月以降に開始する事業年度にかかる申

告から、法人番号を記載する事になってい

ます。    

 公表される情報は商号又は名称、本店又

は主たる事務所の所在地、法人番号の３つ

の基本項目です。また、法人番号の指定を

受けた後に、商号や所在地の登記情報に変

更があった場合には公表情報を更新するほ

か、変更履歴も併せて公表されます。自社

の法人番号だけでなく法人番号情報サイト

で他社の法人番号や名称、所在地情報を検

索し、情報内容の入手（ダウンロード）が

できるようになります。 

 法人番号は原則自由利用ができるので、

利用方法として例えば「法人番号指定年月

日」で絞り込みを行って新設法人等を抽出

することも従来より効率的になり、新規営

業先等に利用する等が考えられています。 

法人番号の通知・公表 

行政機関同士で情報連携が図られ行政手

続における届出・申請のワンストップ化が

進めば、手続も簡素化されるでしょう。企

業側の事務にかかるコスト軽減になるかも

しれません。 

一方で各機関が切り離されていた時には

分かりにくかった会社情報が行政機関間で

連携されると、会社にとって思わぬ影響が

生じることがあるかもしれません。 

 法人番号は既に平成 27 年 10 月より指定

され通知されています。下記、法人番号公

表サイトに掲載されています。 

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ 
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